
 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

■ 対 象  係長級の職員 ■ 定 員  各回９６名（予定） 

■ 講 師 

「人権・同和問題の現状」「えせ同和行為対応」    民間研修機関講師等 

「行政をめぐる最近の訴訟事例」「特別区制度」    特別区人事・厚生事務組合職員等 

■ 場 所 特別区職員研修所 （千代田区九段北１－１－４） 
 

 

～現場のリーダーとしての知識を習得する～ 

人権・同和問題の現状、行政をめぐる最近の訴訟事例、えせ同和行為対応及び特別区制度について、係の指
導者として身につけておくべき知識を習得する。 

【問合せ先】 特別区職員研修所 教務第１課 基本研修係 03-6261-1572 

こんな方にお勧めです 

係長級の職員で、特に
令和８年度に係長職へ
昇任した職員 

第１回  ７月 １日（水） 

第２回 １０月 ９日（金） 

第３回 １１月 ４日（水） 

第４回 １２月 ４日（金） 

実 施 日 程 



※ カリキュラムの一部が変更になる場合があります。 

 

教 科 目 内     容 

人権・同和問題の現状 
 人権問題の最新状況 
 同和問題の現状 

えせ同和行為対応 
 えせ同和行為の理解 
 実際の対応方法 

行政をめぐる 
最近の訴訟事例 

 行政訴訟について 

特別区制度  特別区の特例・特徴、特別区の現状と課題 

□人権・同和問題の現状 
さまざまな人権問題や日本固有の問題である同和問題について、係のリーダーと

して正しい知識を身に付け、人権の尊重される社会を作るために何をすればよいの
か考えます。 

□特別区制度 
特別区制度を確認したのち、特別区の現状と課題について学びます。 

□えせ同和行為対応 
同和問題を口実として不当な圧力をかけるえせ同和行為への適切な対応方法につ

いて学びます。 

□行政をめぐる最近の訴訟事例 
最近の行政をめぐる訴訟状況を学ぶことで、日々の業務の中で訴訟を未然に防ぐた

めの行動や提訴があった場合の初期対応として取るべき行動を考えます。 

カ リ キ ュ ラ ム 

ポイント＆特徴 


